
改正入契法全面施行に伴う工事費内訳書各経費の記載に係る留意点について 

 

 令和６年６月１４日に公布された建設業法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４９号）による

改正後の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号。以下「入

札契約適正化法」という。）が、令和７年１２月１２日に施行され、建設業者が入札時に提出する工事

費内訳書に記載すべき事項について定められました。 

 工事費内訳書の提出に当たっては、当該工事に係る設計書（金抜き）の様式に準じた各項目に加え、

以下の項目を記載してくだい。なお、必要な項目の記載がある内訳書であれば、様式は問いません。 

 

○工事費内訳書に記載する必要がある項目 

 ・材料費 

 ・労務費 

 ・法定福利費 

（建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。） 

 ・安全衛生経費 

（建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成２８年法律第１１１号）第１０

条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。） 

 ・建設業退職金共済契約に係る掛金 

（中小企業退職金共済法（昭和３４年法律第１６０号）第２条第５項に規定する特定業種退職金共

済契約のうち、建設業に係るものをいう。） 

 

○各項目の記載に係る留意点 

材料費 

・主要な材料費は必須項目とし、雑材料や建設機械に使用される燃料費については任意項目とします。 

・直接工事費の内数として記載してください。 

 

労務費 

・直接工事費の内数として、積上げ可能な方式（歩掛、施工パッケージ型積算方式等）で積算した労務

費を記載してください。 

・なお、市場単価方式や標準単価方式（その他の物価本掲載の価格を含む。）により積算した労務費に

ついては、計上する必要はありません。 

 材料費 労務費 

必須項目 ・主要な材料費 ・積上げ積算方式の工種 

・施工パッケージ型積算方式の工種 

任意項目 ・雑材料 

・建設機械の燃料費 

・仮設材の賃貸料金 

・市場単価方式の工種 

・土木工事標準単価方式の工種 

・建設機械の運転労務 

不要項目  ・現場技術職員等の給与・手当 

・資材搬入の運転労務 

（出典：「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」） 



 法定福利費 

  土木工事にあっては現場管理費の内数として、建築工事にあっては工事原価の内数として、現場労

働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料（介護保険料を含む。）及び厚生年金保険料（子ど

も・子育て拠出金を含む。）の法定の事業主負担額を記載してください。 

 

安全衛生経費 

次表を参考に経費を積み上げ、工事原価の内数として記載してください。 

 

「安全衛生経費」の考え方（土木工事の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」） 



建設業退職金共済契約に係る掛金 

・建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいる場合は、必要金額を現場管理費の内数

として記載してください。 

・建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいない場合（※）は記載不要です。 

※入札参加者及び全ての下請予定業者が、建設業退職金共済制度の加入事業者でない場合 

入札参加者が建設業退職金共済制度の加入事業者であるものの、当該工事現場に従事する労働者がいない場合 

 

 

 参考 

  ○労務費に関する基準ポータルサイト【国交省HP】 

  https://roumuhi.mlit.go.jp 

 ○安全衛生経費確保のためのガイドブック 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000210493.html 

 

 ○内訳書の記載例 

  別紙１：土木工事で用いられる内訳書の例 

  別紙２：建築工事で用いられる内訳書の例 

 

 参考資料 

  資料①：労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン（抜粋） 

  資料②：請負代金内訳書への法定福利費の明示 

  

 

https://roumuhi.mlit.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000210493.html


 

（土木工事の場合：記載例） 

 

工事費の内訳 

 

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単位 数量 金額（円） 
技術提案の

内容 

本工事費       

道路改良   式 1   

  道路土工   式 1   

   掘削工   式 1   

    掘削  砂質土 ㎥ 5,000   

    …   … …   

**直接工事費**       

 うち材料費     1,000,000  

 うち労務費     1,000,000  

共通仮設費率分       

**共通仮設費計**       

**純工事費**       

現場管理費       

 うち法定福利費の事業主負担額     1,000,000  

 うち建退共制度の掛金     1,000,000  

**工事原価**       

 うち安全衛生経費     1,000,000  

一般管理費率分       

契約保証費       

一般管理費計       

**工事価格**       

**消費税相当額**       

**工事費計**       

**契約保証費計**       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 1



 

（建築工事の場合：記載例） 

 

工事費の内訳 

 

種目・科目・中科目 単位 数量 金額（円） 
技術提案の

内容 

直接工事費       

建築工事   式 1   

 科目       

  中科目       

   計       

 うち材料費     1,000,000  

 うち労務費     1,000,000  

共通費       

 共通仮設費   式 1   

 現場管理費   式 1   

  うち建退共制度の掛金     1,000,000  

  工事原価のうち現場労働者の

法定福利費の事業主負担額 

    1,000,000  

  工事原価のうち安全衛生経費     1,000,000  

一般管理費等   式 1   

   計       

       

工事価格   式 1   

消費税等相当額   式 1   

工事費   式 1   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２

747365
長方形
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公共工事における入札金額の内訳の提出 

公共工事の入札時に応札者には、入札金額の内訳（以下「内訳書」という。）の提出が義

務付けられており、その取扱いや実施方法については、通知及び事務連絡1が発出されてい

るが、今回の改正入契法の完全施行により、内訳書には、材料費、労務費及び適正な施工

に不可欠な経費を記載することとなった。 

 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成十二年法律第百二十七号） 

 

（入札金額の内訳の提出） 

第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳（材料

費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために

不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために

必要な経費の内訳をいう。）を記載した書類を提出しなければならない。 

 

（各省各庁の長等の責務） 

第十三条 各省各庁の長等は、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が

通常見込まれない契約の締結を防止し、及び不正行為を排除するため、前条の規定

により提出された書類の内容の確認その他の必要な措置を講じなければならない。 

 

 

 

  

 
1 「公共工事の発注における入札金額の内訳について（通知）」（令和７年 11 月 18 日付け総行行

第 504 号・国不入企第 102 号、国不入企第 101 号） 

 「工事費内訳書の提出について」（最終改正令和７年 11 月 27 日、国官会第 14548 号、国官技第

300 号、国営計第 119 号、国営計第 119 号、国北予第 13 号） 

 「工事費内訳書等の提出期限及び取扱いについて」（最終改正令和３年３月 31 日、国会公契第

72 号、国技建調第５号、国営整第 233 号） 

 

労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン（抜粋） 参考①

747365
長方形



－4－ 

２-１ 内訳書に記載すべき内容 

（１）共通事項 

内訳書に記載すべき内容としては、入契法第 12条及び入契法施行規則第１条では、以下

のように規定している。 

・材料費 

・労務費 

・現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料（介護保険料含む）及び厚

生年金保険料（子ども・子育て拠出金含む）の法定の事業主負担額 

・労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費（安全衛生経費） 

・建設業退職金共済制度の掛金（建退共掛金） 

・その他当該公共工事の施工のために必要な経費 

 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則（令和六年国土交通省令

第百五号） 

 

（適正な施工を確保するために不可欠な経費） 

第一条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（以下「法」という。）第十

二条の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。 

一 法定福利費（建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。） 

二 安全衛生経費（建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成二十

八年法律第百十一号）第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関す

る経費をいう。） 

三 建設業退職金共済契約（中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）第二

条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。）に係

る掛金 

 

 

健康保険法（大正十一年法律第七十号） 

 

（保険料の負担及び納付義務） 

第百六十一条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一

を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。 

２ 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 

 

 

厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号） 

 

（保険料の負担及び納付義務） 
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第八十二条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担す

る。 

２ 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 

 

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号） 

 

（労働保険料） 

第十条 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。 

２ 前項の規定により徴収する保険料（以下「労働保険料」という。）は、次のとおりとす

る。 

一 一般保険料 

二 第一種特別加入保険料 

三 第二種特別加入保険料 

三の二 第三種特別加入保険料 

四 印紙保険料 

五 特例納付保険料 

（一般保険料の額） 

第十一条 一般保険料の額は、賃金総額に次条の規定による一般保険料に係る保険料率を

乗じて得た額とする。 

２ 前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の

総額をいう。 

３ 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定め

るところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。 

 

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則（昭和四十七年労働省令第八号） 

 

（賃金総額の特例） 

第十二条 法第十一条第三項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が

成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、同条第一項の賃金総額を正確

に算定することが困難なものとする。 

一 請負による建設の事業 

二 立木の伐採の事業 

三 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業（立木の伐採の事業

を除く。） 

四 水産動植物の採捕又は養殖の事業 

第十三条 前条第一号の事業については、その事業の種類に従い、請負金額に別表第二に掲

げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 
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２ 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算

した額とする。 

一 事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器

具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額（消費税等相当額

を除く。）又は機械器具等の損料に相当する額（消費税等相当額を除く。）を請負

代金の額（消費税等相当額を除く。）に加算する。ただし、厚生労働大臣が定める

事業の種類に該当する事業の事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物

で厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの支給を受けた場合には、この

限りでない。 

二 前号ただし書の規定により厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業につ

いての請負代金の額にその事業に使用する物で同号ただし書の規定により厚生労働

大臣がその事業の種類ごとに定めるものの価額が含まれている場合には、その物の

価額に相当する額（消費税等相当額を除く。）をその請負代金の額（消費税等相当

額を除く。）から控除する。 

 

 

子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号） 

 

（拠出金の徴収及び納付義務） 

第六十九条 政府は、児童手当の支給に要する費用（児童手当法第十九条第一項の規定によ

る国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第二項において

「拠出金対象児童手当費用」という。）、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条

第二号に掲げる費用（施設型給付費等負担対象額のうち、満三歳未満保育認定子どもに係

るものに相当する費用に限る。次条第二項において「拠出金対象施設型給付費等費用」と

いう。）、地域子ども・子育て支援事業（第五十九条第二号、第五号及び第十一号に掲げ

るものに限る。）に要する費用（次条第二項において「拠出金対象地域子ども・子育て支

援事業費用」という。）及び仕事・子育て両立支援事業に要する費用（第五十九条の二第

二項に規定する事業に係るものを除く。次条第二項において「仕事・子育て両立支援事業

費用」という。）に充てるため、次に掲げる者（次項において「一般事業主」という。）

から、拠出金を徴収する。 

 

 

建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成二十八年法律第百十一

号） 

 

（建設業者等の責務） 

第六条 建設業者等は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、建設工事従事者の安全

及び健康の確保のために必要な措置を講ずるとともに、国又は都道府県が実施する建設

工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策に協力する責務を有する。 
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（建設工事の請負契約における経費の適切かつ明確な積算等） 

第十条 国及び都道府県は、建設工事の請負契約において建設工事従事者の安全及び健康

に十分配慮された請負代金の額、工期等が定められ、これが確実に履行されるよう、建設

工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費（建設工事従事者に係る労働者災害補償

保険の保険料を含む。）の適切かつ明確な積算、明示及び支払の促進その他の必要な施策

を講ずるものとする。 

 

 

中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号） 

 

（掛金） 

第四十四条 掛金は、日を単位として定めるものとし、その額は、被共済者一人につき、三

百円以上八百円以下の範囲において、特定業種退職金共済規程で定める。 

２ 掛金の日額には、十円未満の端数があつてはならない。 

３ 掛金の日額は、特定業種ごとに、単一の金額でなければならない。 

４ 共済契約者は、被共済者に賃金を支払う都度、退職金共済手帳に退職金共済証紙を貼り

付け、これに消印することによつて掛金を納付しなければならない。 

５ 特定業種のうち厚生労働大臣が指定するものに係る特定業種退職金共済契約について

の掛金の納付については、共済契約者が電子情報処理組織（機構の使用に係る電子計算機

（入出力装置を含む。以下この項において同じ。）と共済契約者の使用に係る電子計算機

とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用して、厚生労働省令で定

めるところにより、被共済者の就労の実績を機構に報告することとした場合には、前項に

規定する方法に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、現金をもつてすることがで

きる。 

６ 退職金共済手帳、退職金共済証紙その他掛金の納付に関し必要な事項は、厚生労働省令

で定める。 

 

 

労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号） 

 

（事業者等の責務） 

第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけで

なく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健

康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止

に関する施策に協力するようにしなければならない。 

２ 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若

しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、

輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資
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するように努めなければならない。 

３ 建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、

納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないよう

に配慮しなければならない。 

 

（元方事業者の講ずべき措置等） 

第二十九条 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この

法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならな

い。 

２ 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又は

これに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行な

わなければならない。 

３ 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。 

第二十九条の二 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場

所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関

係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当

該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その

他の必要な措置を講じなければならない。 

 

（特定元方事業者等の講ずべき措置） 

第三十条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所に

おいて行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な

措置を講じなければならない。 

一 協議組織の設置及び運営を行うこと。 

二 作業間の連絡及び調整を行うこと。 

三 作業場所を巡視すること。 

四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行

うこと。 

五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定

めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画

及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該

機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の

規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項 

２ 特定事業の仕事の発注者（注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文し

ている者をいう。以下同じ。）で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行な

われる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所に

おいて当該仕事に係る二以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で

定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項
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に規定する措置を講ずべき者として一人を指名しなければならない。一の場所において

行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、

当該仕事を二以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。 

３ 前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。 

４ 第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所

において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第一項に規定する措置を講

じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事

業者以外の事業者については、第一項の規定は、適用しない。 

 

第三十条の三 第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる

場合（第四項の場合を除く。）においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の

作業に従事するすべての労働者に関し、同条第一項各号の措置を講じなければならない。

この場合においては、当該元方事業者及び当該元方事業者以外の事業者については、同項

の規定は、適用しない。 

２ 第三十条第二項の規定は、第二十五条の二第一項に規定する仕事の発注者について準

用する。この場合において、第三十条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業

者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項に規定する

措置」とあるのは「第二十五条の二第一項各号の措置」と、「特定事業の仕事の全部」と

あるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。 

３ 前項において準用する第三十条第二項の規定による指名がされないときは、同項の指

名は、労働基準監督署長がする。 

４ 第二項において準用する第三十条第二項又は前項の規定による指名がされたときは、

当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者

に関し、第二十五条の二第一項各号の措置を講じなければならない。この場合において

は、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規

定は、適用しない。 

５ 第二十五条の二第二項の規定は、第一項に規定する元方事業者及び前項の指名された

事業者について準用する。この場合においては、当該元方事業者及び当該指名された事業

者並びに当該元方事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同条第二

項の規定は、適用しない。 
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（２）土木工事 

国土交通省直轄工事（土木工事）では、入札参加者に対して、以下に示す内容を記載し

た内訳書の提出を求めている2。 

・数量総括表に掲げる工事区分、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、

員数、単価及び金額（種別及び細別については、当該工事における数量総括表と同一でな

くても良い。） 

・商号又は名称 

・住所 

・工事名 

ここでいう、工事区分、各工種、種別、細別とは、工事数量総括表及び積算設計書におけ

る工事内容の表示方法を定めたものであり、工事の具体的項目をレベル０からレベル６ま

での７つの体系階層（レベル）でツリー状に整理し、使用する単位について規定している。 

表１ 体系階層（レベル）の定義 

レベル 名称 内容 補足説明 備考（例） 

レベル０ 事業区分 予算制度上および事業執行
上の区分を中心とした区分 

工事数量総括表には表示
されない。発注時の支出予
算科目を示す 

河川改修 
道路新設・改築 

レベル１ 工事区分 工事発注ロットおよび発注
者を考慮してレベル０を分
割したもの 

通常、１件の工事として発注
される区分 

築堤・護岸道路
改良 

レベル２ 工種 レベル１を構成する要素の
うちで、一定の構造を持つ
部位を施工するための一連
作業の総称 

複数の工事区分で共通的
に 行 われる工種について
は、主体となる工事区分で
体系化している 

法面工 
地盤改良工擁壁
工 

レベル３ 種別 体系全体の見通しをよくす
るため、レベル２とレベル
４をつなぐレベル区分 

工種によっては、表示しない
場合もある。また、可能な限
り、施工順序に従った構成と
する 

作業土工 
場所打擁壁工 

レベル４ 細別 工事を構成する基本的な単
位目的物もしくは単位仮設
物であって、単位とともに
契約数量を表示するレベル 

検収対象となる単位目的
物と検収対象とならない
単位仮設物がある。積算・
見積り時にはこのレベル
項目が価格算出の基本と
なる 

コンクリート鉄筋 

レベル５ 規格 レベル４を構成する材料等
の客観的な材質・規格なら
びに契約上明示する条件等 

レベル４に付随して表示
するレベルで、総括表では
原則としてレベル４と同
行に記述されるレベル 

24-８-25-N 
（ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄの規
格） 

レベル６ 積算要素 レベル４の価格算定上の構
成要素であって、基本的に
は契約上明示しないもの 

費用構成としての積算項目 
と、積算上の最小構成単位と
しての歩掛項目から構成さ
れている 

【積算項目】自工
区外への運搬費 
【歩掛項目】 ﾀﾞﾝ
ﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 

出典：国総研社会資本システム研究室ウェブサイト 
（https://www.nilim.go.jp/lab/pbg/theme/theme2/sekisan/tree/t1-2.pdf） 

  

 
2 「工事費内訳書の提出について」（最終改正令和７年 11 月 27 日、国官会第 14548 号、国官技第
300 号、国営計第 119 号、国営計第 119 号、国北予第 13 号） 
https://www.mlit.go.jp/page/content/001970696.pdf  
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（３）建築工事 

国土交通省直轄工事（建築工事）においても、入札参加者に対して、以下に示す内容を

記載した内訳書の提出を求めている3。 

・数量書に掲げる種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳に相当する項目に

対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの 

・商号又は名称 

・住所 

・工事名 

ここでいう、数量書に掲げる種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳は、

「公共建築工事内訳書標準書式」において、以下の表のように定義されている。 

官庁営繕部では、平成 29 年度からこの「公共建築工事内訳書標準書式」に基づき作成し

た種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳の名称、数量及び単位を取りまと

めて示した入札時積算数量書を工事請負契約締結後の協議に用いて、「入札時積算数量書活

用方式」を本格的に実施している。 

全国の都道府県・政令指定都市のうち 17 の地方公共団体で導入されているほか、約３割

の地方公共団体において導入検討がなされている。（令和６年 10月時点） 

 

表２ 記載内容の定義 

区分 記載内容 

種目別内訳 ・直接工事費及び共通費の種目の金額並びに消費税等相当額を記載する。 

 直接工事費 ・直接工事費の種目は、設計図書の表示に従い各工事種目ごとに区分する。 
・なお、全体工事のうち、一部分について全体工期より先に完成を指定した部

分（指定部分）等がある場合は、当該部分を区分して記載する。 

 共通費 ・共通仮設費、現場管理費、一般管理費等ごとに1式で記載する。 
・なお、工事を専門工事業者等に発注する場合においては、共通仮設費、現場

管理費、一般管理費等を合わせ、共通費として１式の金額を記載することが
できる。 

科目別内訳 ・種目別内訳において区分した工事種目の直接工事費を主要な構成に従い区分
し、その科目の金額を記載する。 

中科目別内訳 ・科目別内訳において区分した科目をさらに主要な構成に従い区分し、その中
科目の金額を記載する。 

・ただし、工事内容等により区分する必要がない場合は、省略しても良い。 

細目別内訳 ・各科目あるいは中科目に属する細目ごとに数量、単価及び金額を記載する。 
・なお、必要に応じて別紙明細書を設け、１式で記載することができる 

 
  

 
3 前出「工事費内訳書の提出について」 
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２-２ 内訳書の様式（例） 

土木工事、建築工事、小規模工事における内訳書の様式（例）は、次ページ以降のとおり

である。なお、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共の掛金、安全衛生経費

については、欄外での明示又は別様式による提出も可能である。今回新たに内訳書に記載

することとなった項目については、以下の考え方に基づいて記載項目を設定した。 

 

●材料費及び労務費 

材料費及び労務費については、直接工事費として計上されること、見積作成の負担を

軽減することから、細別ごとに記載を求めるのではなく、直接工事費の内数として記載

することとしている。 

材料費については、主要な材料費は必須項目とし、雑材料や建設機械に使用される燃

料費については、任意項目とした。雑材料の算出は煩雑であり、内訳書を作成するため

の負担を軽減する必要があること、積算上、率計上となっており発注者では把握が困難

であるためである。また、建設機械に使用される燃料費についても、算出が煩雑である

ことが想定されることから任意項目としている。 

なお、当面の間、労務費については、積上げ可能な方式（歩掛、施工パッケージ型積

算方式等）で積算した労務費を計上し、市場単価方式や標準単価方式（その他の物価本

掲載の価格も含む）により積算した労務費は計上しなくてよい。 

 

表３ 工事費内訳書へ記載する内容 

 材料費 労務費 

必須項目 ・主要な材料費 ・積上げ積算方式の工種 

・施工パッケージ型積算方式の工種 

任意項目 ・雑材料 

・建設機械の燃料費 

・仮設材の賃貸料金 

・市場単価方式の工種 

・土木工事標準単価方式の工種 

・建設機械の運転労務 

不要項目  ・現場技術職員等の給与・手当 

・資材搬入の運転労務 

 

●現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料（介護保険料含む）及び厚

生年金保険料（子ども・子育て拠出金含む）の法定の事業主負担額 
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●建設業退職金共済制度の掛金（建退共掛金） 

建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいる場合は、必要金額の記載

を行う。 

・下請け予定事業者が建設業退職金共済制度の加入事業者である場合 

・入札参加者が建設業退職金共済制度の加入事業者であり、かつ、当該工事現場に従

事する労働者がいる場合 

  

建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいない場合は、金額の欄に「－」

と記載を行う。 

・入札参加者及び全ての下請予定業者が建設業退職金共済制度の加入事業者でない場

合 

・入札参加者が建設業退職金共済制度の加入事業者であるものの、当該工事現場に従

事する労働者がいない場合 

 

現場労働者の法定福利費の事業主負担額と建退共の掛金は、公共土木工事の積算上、

現場管理費に含まれることから、現場管理費の内数として記載することとしている。 

公共建築工事については、現場労働者の法定福利費の事業主負担額は一般的に直接工

事費に含まれるため、工事原価の内数として記載することとしている。また、建退共の

掛金は、現場管理費に含まれることから、現場管理費の内数として記載することとして

いる。 
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●労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費（安全衛生経費） 

「安全衛生経費」は、次の表のとおりで、関連する費目は多岐にわたっており、また、

積算上の費目としては、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費にまたがっている。 

このため、詳細な内訳作成が困難と考えられることから、工事原価の内数として記載す

ることとしている。 

 

表４ 「安全衛生経費」の考え方（土木工事の場合） 

費用区分 主な内容 細目 

直
接
工
事
費 

工事目的物の施工

に直接必要な安全

設備（指定仮設及び

参考図等に示され

ているもの） 

足場 

・枠組足場、単管足場、吊足場等 

・手摺、開口部養生、幅木、落下防護ネット、小幅ネ

ット、安全ブロック、親綱 

支保工 ・型枠支保工、橋梁架設等支保工 

土留め ・仮締め切り（シートパイル、親杭横矢板、連壁） 

土留め支保工 ・切梁、腹起（裏込めコン含む） 

作業構台 

・乗入構台、荷受構台、作業構台 

・ローリングタワー、可搬式作業台、高所作業車 

・重機移動用敷き鉄板 

交通規制 ・交通誘導警備員 

仮囲い 

・仮囲い（万能板、フラットパネル、シートゲート

他）、防音シート、防音パネル、足場出入り口のゲ

ート 

間
接
工
事
費 

共
通
仮
設
費 

準備費 調査費用 ・埋設物調査試掘ほか 

安全費 

交通管理に

要する費用 

交通規制に要す

る費用 

・規制車、クッションドラム、カラーコーン、バリケー

ド、工事中表示板（内照式）回転灯、規制表示看板・

お願い看板 

安全管理等

に要する費

用 

監視連絡等に要

する費用 

・列車見張員等有資格者、誘導員、監視員、作業指揮者、

連絡員（潜水）等の配置、構内電話、無線機、作業主

任者の配置、安全衛生責任者の配置 

安全意識、注意喚

起に要する費用 
・各種注意看板標識、安全掲示板 

保護具類 

・ヘルメット、保護めがね、防じんマスク（電動ファン

付き呼吸用保護具）、耳栓、安全帯、防振手袋、軍手、

皮手、ゴム手、安全靴、防護服、救命胴衣 

作業環境 

・換気設備、空気清浄設備（潜函）、ガス抜き等の措置

（ずい道）、各種環境測定器（酸素濃度ほか） 

・排気管、圧力計（高圧室内）、照明器具 

警報設備 

・土石流、洪水等の警報システム、異常温度の自動警報

装置（潜函）・ベル、サイレン等警報装置（ずい道）

・風力計、雨量計、車両系建設機械のバックセンサー

等、沈下計、傾斜計 

営繕費 
倉庫、材料保管等に要する費

用 
・火薬庫など 

現場環境改善費  ・照明器具、熱中症対策設備 

現場管理費 

疾病・衛生対策費 ・健康診断（一般・特殊健診） 

安全訓練研修等に要する費用 

・特別教育、各種資格取得のための講習受験費用 

・避難、救護、消火訓練等、送り出し教育、新規入場者

教育、安全協議会、安全大会、RST、CFT 

出典：「安全衛生経費確保ためのガイドブック」（株）建設産業振興センター 
注）現行の「土木請負工事積算要領」国土交通省に基づき、一部改編  
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（１）土木工事 
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（２）建築工事 

 
 
  

令和  年  月  日

支出負担行為担当官

　○○　○○殿

住所

商号又は名称

代表者　氏名

工事名：○○○○工事

工事内訳

名称 数量 単位 金額 備考

直接工事費 1 式

　うち材料費 1 式

　うち労務費 1 式

計

共通費

　共通仮設費 1 式

　現場管理費 1 式

　　うち建退共制度
　　の掛金

1 式

　　工事原価のうち
　　現場労働者の
　　法定福利費の
　　事業主負担額

1 式

　　工事原価のうち
　　安全衛生経費

1 式

　一般管理費等 1 式

計

工事価格 1 式

工　事　費　内　訳　書
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直接工事費　種目別内訳

名称 摘要 数量 単位 金額 備考

直接工事費

　Ⅰ　庁舎 構造、規模　新築 1 式

　Ⅱ　囲障 新設 1 式

　Ⅲ　構内舗装 新設 1 式

　Ⅳ　屋外排水 新設 1 式

　Ⅴ　植栽 新植 1 式

計

共通費

　共通仮設費 1 式

　現場管理費 1 式

　　うち建退共制度
　　の掛金

1 式

　　工事原価のうち
　　現場労働者の
　　法定福利費の
　　事業主負担額

1 式

　　工事原価のうち
　　安全衛生経費

1 式

　一般管理費等 1 式

計

合計（工事価格） 1 式

消費税等相当額 1 式

総合計（工事費） 1 式
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直接工事費　科目別内訳

名称 摘要 数量 単位 金額 備考

Ⅰ　庁舎

　1.直接仮設 1 式

　2.土工 1 式

　3.地業 1 式

　4.鉄筋 1 式

　5.コンクリート 1 式

　6.型枠 1 式

　7.鉄骨 1 式

　8.既成コンクリート 1 式

･･･
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直接工事費　中科目別内訳

科目名称 中科目名称 数量 単位 金額 備考

Ⅰ　庁舎

　1.直接仮設 1 式

計

　2.土工 1 式

計

　3.地業 (1)地業 1 式

(2)既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭地業 1 式

(3)場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭
地業

1 式

計

　4.鉄筋 (1)躯体 1 式

(2)外部仕上 1 式

(3)内部仕上 1 式

計

　5.コンクリート (1)躯体 1 式

(2)外部仕上 1 式

(3)内部仕上 1 式

計

･･･
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直接工事費　細目別内訳

名称 摘要 数量 単位 金額 備考

1.直接仮設

　遣方 1 式

　墨出し 1 式

　養生 1 式

　整理清掃後片付け 1 式

　外部足場 1 式

　（地足場） 1 式

　内部躯体足場 1 式

　内部仕上足場 1 式

　災害防止 1 式

　仮設材運搬 1 式

計

･･･



－21－ 

 

（３）小規模工事（土木・建築） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 建築用の場合、「工事原価のうち法定福利費の事業主負担額」 

※2 「工事原価のうち安全衛生経費」 

令和  年  月  日

　○○　○○殿

住所

商号又は名称

代表者　氏名

工事名

工事価格 Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ

　うち安全衛生経費（※2）

　うち法定福利費の事業主負担額（※1）

　うち建退共制度の掛金

一般管理費等 Ｄ

　うち労務費

共通仮設費 Ｂ

現場管理費 Ｃ

　雑工 ｄ

直接工事費 Ａ（ａ＋ｂ+ｃ+ｄ）

　うち材料費

　土工 ａ

　法面工 ｂ

　擁壁工 ｃ

工　事　費　内　訳　書

○○事業（○○）　道路改良工事

工種等 金額（円）

道路改良 Ａ



参考②

747365
長方形






